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池田町の子ども・子育て支援 

 

池田町では、令和７年３月に『池田町第１期こども計画』が施行されました。 

 

 

 

 

 

　上位計画である国の「こども大綱」では、「こどもまんなか社会」～全てのこ

ども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会～

を目指しています。 

　町はその姿勢を基に、特にこども・若者を権利の主体として認識し、子育て

当事者も含めその意見を聴き、対話しながら、ともに進めていくという姿勢で

施策を進めて参ります。 

　こうした基本認識に立った上で、保護者とこどもが愛着の絆を深め、こども

と向き合い、こどもの成長に喜びや生きがいを感じ、自信を持って育てていけ

るように、環境を整え支援をしていくことが必要と考えています。その為に、

質の高い子育て支援サービスや保育・教育の安定的な提供を町全体で行います。 

また、この計画は、子ども・子育て支援法に基づく「池田町子ども・子育て

支援事業計画」、子ども・若者育成支援推進法に基づく「池田町子ども・若者育

成支援計画」、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「子どもの貧困

対策計画」、次世代育成支援対策推進法に基づく「池田町次世代育成対策推進

計画」を兼ねます。 

　その点も踏まえ、こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切

れ目なく対応し、十分に支援して参ります。 

 

令和８年４月　　　池田町健康福祉課・池田町教育委員会  

基本理念　未来を切り拓くたくましい子どもが育つ町 
基本目標　１.妊娠期から継続した安心して出産・子育てのできる環境整備や支援 

　　　　２.こども・若者の心身健やかな成長や発達のための環境整備や支援 
３.こども・若者の権利保障の実現 
４.こども・若者が自らの望むライフスタイルの実現に向けて、自立心を

養い自己実現を図れる機会や環境の整備
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